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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第10期 

第１四半期 
連結累計期間 

第11期 
第１四半期 
連結累計期間 

第10期 

会計期間 
自2017年４月１日 
至2017年６月30日 

自2018年４月１日 
至2018年６月30日 

自2017年４月１日 
至2018年３月31日 

売上収益 （百万円） 68,905 72,566 300,687 

税引前四半期利益 

又は税引前利益（△は損失） 
（百万円） △73 886 5,940 

親会社の所有者に帰属する 

四半期（当期）利益（△は損

失） 

（百万円） △740 272 2,389 

親会社の所有者に帰属する 

四半期（当期）包括利益 
（百万円） △262 2,487 10,963 

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 38,593 52,874 50,634 

総資産額 （百万円） 239,387 235,671 239,933 

基本的１株当たり四半期 

（当期）利益（△は損失） 
（円） △5.33 1.96 17.20 

希薄化後１株当たり四半期 

（当期）利益 
（円） － 1.96 － 

親会社所有者帰属持分比率 （％） 16.1 22.4 21.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 6,328 3,524 18,379 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △3,449 △6,517 △14,835 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △299 515 △7,043 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円） 43,705 34,815 37,162 

（注）１．上記指標は、国際財務報告基準（以下「IFRS」）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸

表に基づいています。 

２．当社は要約四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

していません。 

３．売上収益には、消費税等は含まれていません。 

４．第10期第１四半期連結累計期間の希薄化後１株当たり四半期利益及び第10期の希薄化後１株当たり当期利益

については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

５．当第１四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年

度の関連する主要な経営指標等については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な

見直しが反映された後の金額によっています。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社及び連結子会社が判断したものです。

 

（１）経営成績の状況

（当第１四半期連結累計期間の概況）

当社及び連結子会社における当第１四半期連結累計期間の全社売上収益は、オートモーティブ分野およびパブ

リックサービス分野が増収となったことから、前年同期比で増収となりました。全社営業利益については、増収効

果により前年同期比で増益となりました。 

 

なお、当第１四半期連結累計期間の決算に使用した損益為替レートは以下のとおりです。

    第１四半期        

 
損益為替レート 米ドル

ユーロ

約109円

約130円

 

 

 

 

 

 

 

 

 
前期（参考） 米ドル

ユーロ

約111円

約122円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊売上収益 

当第１四半期連結累計期間における売上収益は、前年同期比で約37億円増（5.3％増収）となる725億66百万円

となりました。 

OEM事業が純正の販売増などにより増収となったことから、オートモーティブ分野は増収となりました。また、

米国無線子会社の販売増などにより無線システム事業が増収となったことなどから、パブリックサービス分野は増

収となりました。エンタテインメント事業が減収となったことから、メディアサービス分野は減収となりました。 

 

＊営業利益 

当第１四半期連結累計期間における営業利益は、前年同期比で約９億円増となる10億円となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間におけるセグメントの業績評価は、売上収益から売上原価、販売費及び一般

管理費を控除した「コア営業利益※」を使用して説明します。 

当第１四半期連結累計期間におけるコア営業利益は、オートモーティブ分野、パブリックサービス分野、メデ

ィアサービス分野がそれぞれ増益となったことから、前年同期比で約９億円増となる８億65百万円となり、黒字に

転換しました。 

OEM事業が純正の販売増効果により増益となったことから、オートモーティブ分野は増益となりました。また、

無線システム事業が増収増益となったことから、パブリックサービス分野は損失が縮小しました。エンタテインメ

ント事業が減収減益となりましたが、メディア事業の損失が縮小したことから、メディアサービス分野全体では増

益となりました。 

※ コア営業利益には、営業利益に含まれるその他の収益、その他の費用、為替差損益など、主に一時的に発生する要因を含みませ

ん。

 

＊税引前四半期利益 

当第１四半期連結累計期間における税引前四半期利益は、営業利益が増加したことなどから、前年同期比で約

10億円増となる８億86百万円となり、黒字に転換しました。 

 

＊親会社の所有者に帰属する四半期利益 

当第１四半期連結累計期間における親会社の所有者に帰属する四半期利益は、税引前四半期利益が増加したこ

となどから、前年同期比で約10億円増となる２億72百万円となり、黒字に転換しました。 
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（当第１四半期連結累計期間のセグメントごとの売上高及び損益） 

セグメントごとの売上収益及びコア営業利益（△は損失）は以下のとおりです。 

セグメントごとの売上収益は、セグメント間の内部売上収益または振替高を含めて記載しています。 

（単位：百万円）
 

  セグメントの名称
（参考）

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

前年同期比

  オートモーティブ分野 売上収益 40,169 43,015 +2,846

  コア営業利益 1,451 1,993 +542 

  パブリックサービス分野 売上収益 13,413 14,708 +1,295

  コア営業利益 △1,508 △1,223 +285 

  メディアサービス分野 売上収益 14,026 13,557 △469

  コア営業利益 32 208 +176 

  その他 売上収益 1,296 1,284 △12

  コア営業利益 △23 △113 △90

  合計 売上収益 68,905 72,566 +3,661

  コア営業利益 △47 865 +912 

  営業利益 103 1,000 +897 

  税引前四半期利益 △73 886 +959 

 
親会社の所有者に 

帰属する四半期利益 
△740 272 +1,012 

 

＊オートモーティブ分野

当第１四半期連結累計期間におけるオートモーティブ分野の売上収益は、前年同期比で約28億円増（7.1％増

収）の430億15百万円、コア営業利益は同約５億円増（37.4％増益）となる19億93百万円となりました。 

（売上収益） 

アフターマーケット事業は、国内市場で「彩速ナビ」やドライブレコーダーの販売が好調に推移しましたが、

海外市場で主にEMEA（Europe, Middle East and Africa）の販売減の影響を受けたことなどから、事業全体では

減収となりました。 

OEM事業は、純正の大幅な販売増などにより増収となりました。 

（コア営業利益） 

アフターマーケット事業は、上記の減収の影響はあったものの前年同期並みの実績となりました。 

OEM事業は、上記の増収の効果から増益となりました。 

 

＊パブリックサービス分野 

当第１四半期連結累計期間におけるパブリックサービス分野の売上収益は、前年同期比で約13億円増（9.7％増

収）の147億８百万円、コア営業利益は12億23百万円の損失となりましたが、前年同期比では約３億円の改善とな

りました。 

（売上収益） 

無線システム事業は、米国無線子会社の販売増などにより、前年同期比で約12億円増収となりました。 

業務用システム事業は、株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システムが一部市場で販売減の影響を受けたこ

となどから減収となりましたが、ヘルスケア領域で５月に子会社化したRein Medical GmbH（以下「Rein Medical

社」）の連結効果などにより、事業全体では前年同期並みの実績となりました。 

（コア営業利益） 

無線システム事業は、上記の増収の効果から損失が縮小しました。 

業務用システム事業は、前年同期並みの実績となりました。 

 

＊メディアサービス分野 

当第１四半期連結累計期間におけるメディアサービス分野の売上収益は、前年同期比で約５億円減（3.3％減

収）の135億57百万円、コア営業利益は同約２億円増となる２億８百万円となりました。 

（売上収益） 

メディア事業は、映像デバイス事業などで販売減の影響を受けましたが、民生用ビデオカメラが新商品の投入

により増収となったことなどから、前年同期並みの実績となりました。 

エンタテインメント事業は、コンテンツビジネス、受託ビジネスともに販売減の影響を受けたことから、前年

同期比で約４億円減収となりました。 
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（コア営業利益） 

メディア事業は、民生用ビデオカメラが増収となったことなどから、損失が縮小しました。 

エンタテインメント事業は、上記の減収により減益となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

＊営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は35億24百万円となり、前年同期比で約28億

円収入が減少しました。主な要因は、税引前四半期利益は増益となったものの、増収により運転資金が増加した

ことなどによるものです。 

 

＊投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は65億17百万円となり、前年同期比で約31億

円支出が増加しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したことに加えて、Rein Medical社

を子会社化したことによるものです。 

 

＊財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間において財務活動により増加した資金は５億15百万円となり、前年同期比で約８億

円収入が増加しました。主な要因は、新株予約権の行使による収入があったことなどによるものです。 

 

なお、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期末比で約89億円減少し、

348億15百万円となりました。 

 

（３）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①資金調達と流動性について 

当社及び連結子会社では、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財務状態を常にめ

ざし、収益力及び資産効率の向上により、安定的な営業キャッシュ・フローの創出とともに、幅広い資金調達手

段の確保に努めています。 

また、2018年６月に新株予約権を発行しており、中長期経営計画「2020年ビジョン」達成に向けた投資を加速

していきます。 

 

当第１四半期連結会計期間末の当社及び連結子会社の資金の流動性については、十分な水準であると考えてお

ります。

 

②資産、負債、資本の状況に関する分析 

＊資産 

資産合計は、季節要因により営業債権及びその他の債権など流動資産が減少したことから、前連結会計年度末

比で約43億円減少の2,356億71百万円となりました。 

 

＊負債 

負債合計は、営業債務及びその他の債務など流動負債が減少したことから、前連結会計年度末比で約67億円減

少の1,794億14百万円となりました。 

 

＊資本 

その他の資本の構成要素が増加したことから、親会社の所有者に帰属する持分合計は前連結会計年度末比で約

22億円増加し、528億74百万円となりました。 

資本合計は、親会社の所有者に帰属する持分合計が増加したことなどから、前連結会計年度末比で約25億円増

加の562億56百万円となりました。 

 

この結果、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末比で1.3％ポイント増加し、22.4％となりました。 

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間は、オートモーティブ分野、パブリックサービス分野、メディアサービス分野がそれ

ぞれ想定を上回ったことから、全社で期初の想定を上回って順調に推移しました。

第２四半期連結会計期間以降については、オートモーティブ分野ではOEM事業の堅調な販売、パブリックサービ

ス分野では米国無線子会社の販売増に加えて、１月に子会社化したRadio Activity S.r.l.と５月に子会社化した

Rein Medical社の連結効果の発現、メディアサービス分野ではメディア事業の改善に加えて、エンタテインメント

事業の大型作品による販売増などに取り組みます。また、2018年６月22日付で発足した新経営体制のもと、成長戦

略を加速させていきます。
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（５）研究開発活動 

当社及び連結子会社の当第１四半期連結累計期間の研究開発活動の金額は44億42百万円です。

なお、当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 141,000,201 145,800,201 
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定の
ない当社における標準
となる株式

単元株式数100株

計 141,000,201 145,800,201 － －

（注）提出日現在発行数には、2018年８月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は、含まれていません。 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりです。 

株式会社ＪＶＣケンウッド 第２回新株予約権（以下「本新株予約権」） 

決議年月日 2018年５月31日 

新株予約権の数 250,000個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類及び内

容 
普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 25,000,000株 

（本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「交付株式数」）

は、100株とします。）ただし、以下（１）乃至（４）により交付株式数が

調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付

株式数に応じて調整されるものとします。 

(１)当社が（注）８の規定に従って行使価額（下記「新株予約権の行使時

の払込金額」に定義します。以下同じ。）の調整を行う場合には、交

付株式数は次の算式により調整されるものとします。 

 

調整後交付株式数 ＝ 
調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、（注）８に

定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。 

(２)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式

数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切

り捨てるものとします。 
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  (３)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る（注）８第(2)号、

第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とします。 

(４)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその

旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適

用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者（以下

「本新株予約権者」）に通知します。ただし、（注）８第(2)号⑥の場

合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき

は、適用の日以降すみやかにこれを行います。 

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権１

個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社

普通株式１株あたりの金銭の額（以下「行使価額」）に交付株式数を乗じ

た金額としますが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数

を切り上げるものとします。行使価額は、当初361円とします。ただし、行

使価額は下記（注）７又は８に従い、修正又は調整されることがありま

す。 

新株予約権の行使期間 2018年６月20日から2021年６月18日までの期間（以下「行使可能期間」）

とします。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び

前々営業日（株式会社証券保管振替機構（以下「機構」）の休業日でない

日をいいます。）並びに機構が必要であると認めた日については、行使請

求をすることができないものとします。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における株式１株の発行価

格は行使価額（下記（注）７又は８に従い行使価額が修正又は調整された

場合は、修正後行使価額又は調整後行使価額）と同額です。 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、

会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度

額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、そ

の端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできないものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとします。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換

若しくは株式移転（以下「組織再編行為」）につき当社株主総会で承認決

議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権

を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株

予約権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全

部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとしま

す。 

（注）１.本本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、その特質は以下のとおりです。 

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は25,000,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇

又は下落により行使価額が修正されても変化しません（ただし、上記「新株予約権の目的となる株式の

数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがあります。）。なお、株価の上昇又は下落に

より行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少します。 

(2)本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、2018年６月20日以降、本新株予約権

の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東証」）における当

社普通株式の普通取引の終値（以下「東証終値」）（同日に終値がない場合には、その直前の終値とし

ます。以下同じ。）の92％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知

が行われた日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知

が行われた日以降、当該金額に修正されます。 

(3)行使価額の修正頻度：行使の際に（注）１.第（2）号に記載の条件に該当する都度、修正されます。 

(4)行使価額の下限：本新株予約権の行使価額の下限（下限行使価額）は、2018年５月31日（以下「発行決

議日」）の東証終値の80％に相当する289円です（下記（注）７.第(1)号をご参照ください。）。 

(5)交付株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は25,000,000株（発行決議日現在の発行済株

式数に対する割合は17.99％）、交付株式数は100株で確定しています。 
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(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（（注）１.第（4）号に記載の行使価額の下限

にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額）：7,258,500,000円（ただし、本新株予約権の全

部又は一部が行使されない可能性があります。） 

(7)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられ

ています。 

①当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後15取引日を超えない日に定められ

るものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部を取得し

ます。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本

新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付します。当社は、取得した本新株予約権を消却するものと

します。 

②当社は、組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前

に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約

権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得し

た本新株予約権を消却するものとします。 

③当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された

場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から２週間後

の日（機構の休業日等である場合には、その翌営業日とします。）に、本新株予約権を取得するのと引

換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付して、

残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとします。 

④本号①及び②により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の２週間

前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知します。 

２.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定

するデリバティブ取引その他の取引の内容 

該当事項はありません。 

３.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内

容 

本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の所有者との間で、本新株予約権の募集に関する届出の

効力発生をもって締結された買取契約において、下記の内容について合意しています。 

＜当社による行使指定＞ 

①割当日の翌取引日以降、2021年５月21日までの間において、当社の判断により、当社は本新株予約権の

所有者に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定（以下「行使指

定」）することができます。 

②行使指定に際しては、その決定を行う日（以下「行使指定日」）において、以下の要件を満たすことが

前提となります。 

（ⅰ）東証終値が下限行使価額の120％に相当する金額を下回っていないこと 

（ⅱ）前回の行使指定日から20取引日以上の間隔が空いていること 

（ⅲ）当社が、未公表の重要事実を認識していないこと 

（ⅳ）当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと 

（ⅴ）停止指定が行われていないこと 

（ⅵ）東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し（スト

ップ高）又は下限に達した（ストップ安）まま終了していないこと 

③当社が行使指定を行った場合、本新株予約権の所有者は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取

引日以内（以下「指定行使期間」）に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負います。 

④一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることと

なる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の１日あ

たり平均出来高のいずれか少ない方に２を乗じて得られる数と13,900,020株（発行決議日現在の発行済

株式数の10％に相当する株数）のいずれか小さい方を超えないように指定する必要があります。 

⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った場合に

は、以後、当該行使指定の効力は失われます。 

⑥当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。 

＜当社による停止指定＞ 

①当社は、本新株予約権の所有者が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間（以下

「停止指定期間」）として、2018年６月22日から2021年５月18日までの間の任意の期間を指定（以下

「停止指定」）することができます。停止指定を行う場合には、当社は、2018年６月20日から2021年５

月14日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間

を本新株予約権の所有者に通知いたします。ただし、上記②の行使指定を受けて本新株予約権の所有者
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が行使義務を負っている本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできません。なお、

上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の２取引日以

後に開始する期間を定めるものとします。 

②なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。 

③停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨

をプレスリリースにて開示いたします。 

＜本新株予約権の所有者による本新株予約権の取得の請求＞ 

本新株予約権の所有者は、(ⅰ)2018年６月20日以降、2021年５月18日までの間のいずれかの５連続取引

日の東証終値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)2021年５月19日以降2021年５月28日までの期

間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、

取締役会）で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、

又は(ⅳ)当社と本新株予約権の所有者との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽

があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することが

でき、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、新株予約権の払込金額と同額

の金銭を支払うことにより本新株予約権を取得します。 

＜本新株予約権の所有者による行使制限措置＞ 

①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５項の

定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業

協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新

株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新

株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部

分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」）を本新株予約権の所有者に行わせない。 

②本新株予約権の所有者は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるよう

な本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に

対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。 

４.当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容 

本新株予約権に関して、本新株予約権の所有者は本新株予約権の権利行使により取得することとなる当

社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株

は行いません。 

５.当社の株券の貸借に関する事項について本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決め

があることを知っている場合にはその内容 

該当事項はありません。 

６.その他投資者の保護を図るため必要な事項 

本新株予約権の所有者は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲

渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、本新

株予約権の所有者は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で（注）３＜本新株予約権の所有

者による行使制限措置＞の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合に

も当社に対して同様の内容等を約させるものとします。ただし、本新株予約権の所有者が、本新株予約権

の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 

７.行使価額の修正 

(1)2018年６月20日以降、（注）９第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日（以下

「修正日」）の直前取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値）の92％に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価

額」）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額

は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます（修正後の行使価額を以下「修正後行使価

額」）。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が289円（ただし、（注）８第(1)号乃至第(5)号に

よる調整を受けます。以下「下限行使価額」）を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし

ます。 

(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、（注）９第(2)号に定める払込みの際に、本新株予

約権者に対し、修正後行使価額を通知します。 

８.行使価額の調整 

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合

又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」）をもって行使価額

を調整します。 

 
既発行普通株式数 ＋ 

交付普通株式数 × １株あたりの払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時 価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
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(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによります。 

①時価（本項第(3)号②に定義します。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場

合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含みます。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）その他の証券若しくは権利の転換、

交換又は行使による場合を除きます。）調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられ

たときは当該払込期間の最終日とします。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「当社普

通株主」）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用し

ます。 

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当て

の効力発生日の翌日以降、これを適用します。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用します。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第(3)号⑤に定義します。以下

同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含みま

す。）、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含みます。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含みま

す。）調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含みます。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」）の全てが当初の条件で転換、交換

又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式

数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含みます。）の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用し

ます。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用します。上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が

取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点

で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場

合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使

価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みま

す。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取

得日の翌日以降これを適用します。上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）（以下「取得条項付株式等」）に関して当該調整前に

本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通

株式数（本項第(3)号⑥に定義します。以下同じ。）が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数（本項

第(3)号③に定義します。以下同じ。）を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を

行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上

記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本号④の調整は行わないものとします。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本号⑤において「取得価額

等」）の下方修正等が行われ（本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除き

ます。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修

正日」）における時価を下回る価額になる場合 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていな

い場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正

日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価

額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正

日の翌日以降これを適用します。 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に

行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点

の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株

式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当

該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出

するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用します。なお、１か月間に複数回の取得価額等

の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものにつ

いて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用します。 

⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、

かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件とし
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ているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

適用するものとします。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとし

ます。ただし、株式の交付については（注）１０第(2)号の規定を準用します。 
 

株式数 ＝ 
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

調 整 後 行 使 価 額 
 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。 

⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価

額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用し

て算出するものとします。 

(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てます。 

②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日（ただし、本項

第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除きます。）とします。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てます。 

③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合

は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日におけ

る当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき

「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加

えるものとします。 

④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準

日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとします。 

⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

みます。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(2)号③における新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含みます。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とし

ます。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の

財産（当社普通株式を除きます。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当

社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式にお

ける1株あたりの払込金額とします。 

⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日

における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)

（本項第(2)号④においては）当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通

株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該

行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式の

うち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除きます。）及び当該取得条項付株式等の取得と引

換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)（本項第(2)号⑤においては）当

該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株

式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請

求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社

普通株式の株式数を除きます。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取

得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株

式数を加えるものとします。 

(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行います。 

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権

利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全

部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。 

③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする

とき。 

④行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が（注）７に基づく行

使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。ただし、この場合

も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとします。 
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(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並

びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者

に通知します。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行います。 

９.新株予約権の行使請求及び払込の方法 

(1)本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関（社債等振替法第２条第４項に定める口座管理機関

をいいます。以下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使請

求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われます。 

(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて株式会社りそな銀行 東京営業

部の当社の指定する口座に払い込むものとします。 

(3)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。 

１０.新株予約権行使の効力発生時期等 

(1)本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金さ

れた日に発生します。 

(2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の３銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は

自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第１四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとお

り行使されています。 

    第１四半期会計期間 

（2018年４月１日から 

2018年６月30日まで） 

 

 

 

 

 

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付 

新株予約権付社債券等の数（個） 
20,000 

 

  当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 2,000,000  

  当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 293.05  

  当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） 589  

 

 

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付 

新株予約権付社債券等の数の累計（個） 
20,000 

 

  当該四半期会計期間の権利行使に係る累計の交付株式数（株） 2,000,000  

  当該四半期会計期間の権利行使に係る累計の平均行使価額等（円） 293.05  

  当該四半期会計期間の権利行使に係る累計の資金調達額（百万円） 589  

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数
（千株）

発行済株式 
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金 
増減額

（百万円）

資本準備金 
残高

（百万円）

2018年４月１日～

2018年６月30日

（注）

2,000 141,000 294 10,294 294 10,294

（注）新株予約権の行使による増加です。 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2018年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしています。

 

①【発行済株式】

2018年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式       55,000
－

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式  138,647,100 1,386,471 同上

単元未満株式 普通株式      298,101 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 139,000,201 － －

総株主の議決権 － 1,386,471 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が400株（議決

権の数 ４個）含まれています。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10株、また、自己名義株式が

50株含まれています。

 

②【自己株式等】

2018年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社ＪＶＣケンウッド

神奈川県横浜市神奈

川区守屋町三丁目12

番地

55,000 － 55,000 0.04

計 － 55,000 － 55,000 0.04

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

内閣府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に基づいて作成しています。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から

2018年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る要約四半期

連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。 
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

（単位：百万円）
 

  注記 
前連結会計年度 

（2018年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（2018年６月30日） 

資産      

流動資産      

現金及び現金同等物 12 37,162 34,815

営業債権及びその他の債権 12 59,160 54,093

契約資産   1,930 1,698

その他の金融資産 12 861 1,631

棚卸資産   44,120 43,989

製品回収権   536 457

未収法人所得税等   847 1,218

その他の流動資産   5,762 5,779

流動資産合計   150,381 143,684

       

非流動資産      

有形固定資産   44,118 43,927

のれん ６ 1,999 3,638

無形資産   18,818 19,137

退職給付に係る資産   4,120 3,983

投資不動産   2,055 2,091

持分法で会計処理されている投資   1,157 1,221

その他の金融資産 12 10,649 11,550

繰延税金資産   5,417 5,247

その他の非流動資産   1,215 1,187

非流動資産合計   89,551 91,986

資産合計   239,933 235,671
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（単位：百万円）

 

  注記 
前連結会計年度 

（2018年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（2018年６月30日） 

負債及び資本      

負債      

流動負債      

営業債務及びその他の債務 12 47,035 43,743

契約負債   3,643 2,411

返金負債   4,673 4,375

借入金 12 29,642 33,216

その他の金融負債 12 1,993 1,571

未払法人所得税等   1,667 1,483

引当金   2,143 2,118

その他の流動負債   23,622 20,837

流動負債合計   114,422 109,758

       

非流動負債      

借入金 12 38,204 36,097

その他の金融負債 12 995 891

退職給付に係る負債   28,239 28,245

引当金   1,695 1,672

繰延税金負債   1,623 1,796

その他の非流動負債   964 952

非流動負債合計   71,722 69,656

負債合計   186,145 179,414

資本      

資本金 ７ 10,000 10,294

資本剰余金 ７ 38,466 38,758

利益剰余金 ７ 2,913 2,772

自己株式 ７ △38 △38

その他の資本の構成要素 ７ △707 1,087

親会社の所有者に帰属する持分合計   50,634 52,874

非支配持分   3,153 3,381

資本合計   53,788 56,256

負債及び資本合計   239,933 235,671
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（２）【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）
 

  注記 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

売上収益 ５,９ 68,905 72,566

売上原価   51,071 53,320

売上総利益   17,834 19,246

販売費及び一般管理費 ６ 17,882 18,381

その他の収益 10 431 514

その他の費用 10 153 142

為替差損   126 237

営業利益   103 1,000

金融収益   82 89

金融費用   325 228

持分法による投資利益   65 24

税引前四半期利益又は税引前四半期損失 
（△） 

  △73 886

法人所得税費用   393 476

四半期利益又は四半期損失（△）   △467 409

       

四半期利益又は四半期損失（△）の帰属      

親会社の所有者   △740 272

非支配持分   272 137

四半期利益又は四半期損失（△）   △467 409

       

       

１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） 
（親会社の所有者に帰属） 

     

基本的１株当たり四半期利益又は四半期 
損失（△） 

11 △5.33円 1.96円

希薄化後１株当たり四半期利益 11 －円 1.96円
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【要約四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）
 

  注記 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

四半期利益又は四半期損失（△）   △467 409

その他の包括利益      

純損益に振り替えられることのない項目      

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 
金融資産 

  － 117

確定給付制度の再測定   － 4

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対す
る持分 

  － 0

純損益に振り替えられることのない項目合計   － 122

純損益に振り替えられる可能性のある項目      

売却可能金融資産の公正価値の変動   280 －

在外営業活動体の外貨換算差額   822 704

キャッシュ・フロー・ヘッジ   △623 1,472

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対す
る持分 

  1 －

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計   480 2,177

その他の包括利益合計   480 2,299

四半期包括利益   13 2,709

       

四半期包括利益の帰属      

親会社の所有者   △262 2,487

非支配持分   276 222

四半期包括利益   13 2,709
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

（単位：百万円） 
 

 

注記 

親会社の所有者に帰属する持分 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

その他の資本の構成要素 

 
確定給付制

度の再測定 

売却可能金

融資産の公

正価値変動 

その他の包

括利益を通

じて公正価

値で測定す

る金融資産 

2017年４月１日時点の残高   10,000 45,628 △16,611 △37 － 1,917 － 

四半期利益又は四半期損失（△）       △740        

その他の包括利益             282  

四半期包括利益合計   － － △740 － － 282 － 

資本剰余金から利益剰余金への振替     △7,282 7,282        

自己株式の取得 ７       △0      

配当金 ８   △694          

所有者との取引額合計   － △7,977 7,282 △0 － － － 

2017年６月30日時点の残高   10,000 37,651 △10,069 △37 － 2,200 － 
 

 

（単位：百万円） 
 

 

注記 

親会社の所有者に帰属する持分 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

その他の資本の構成要素 

 
確定給付制

度の再測定 

売却可能金

融資産の公

正価値変動 

その他の包

括利益を通

じて公正価

値で測定す

る金融資産 

2018年４月１日時点の残高   10,000 38,466 2,913 △38 － 2,301 － 

会計方針の変更       414     △2,301 1,886 

修正再表示後の残高   10,000 38,466 3,328 △38 － － 1,886 

四半期利益又は四半期損失（△）       272        

その他の包括利益           4   117 

四半期包括利益合計   － － 272 － 4 － 117 

新株の発行   294 292          

自己株式の取得 ７       △0      

配当金 ８     △833        

連結範囲の変動                

その他の資本の構成要素から利益 

剰余金への振替 
      4   △4    

所有者との取引額合計   294 292 △828 △0 △4 － － 

2018年６月30日時点の残高   10,294 38,758 2,772 △38 － － 2,004 
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（単位：百万円）

 
 

注記 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計 
 

その他の資本の構成要素 

合計 在外営業活

動体の外貨

換算差額 

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジ 

投資不動産

の公正価値 
合計 

2017年４月１日時点の残高   △2,007 438 223 571 39,551 5,685 45,236 

四半期利益又は四半期損失（△）         － △740 272 △467 

その他の包括利益   818 △623   477 477 3 480 

四半期包括利益合計   818 △623 － 477 △262 276 13 

資本剰余金から利益剰余金への振替         － －   － 

自己株式の取得 ７       － △0   △0 

配当金 ８       － △694 △171 △866 

所有者との取引額合計   － － － － △694 △171 △866 

2017年６月30日時点の残高   △1,188 △185 223 1,049 38,593 5,789 44,382 
 

 

（単位：百万円）
  

 

注記 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計 
 

その他の資本の構成要素 

合計 在外営業活

動体の外貨

換算差額 

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジ 

投資不動産

の公正価値 
合計 

2018年４月１日時点の残高   △2,642 △590 223 △707 50,634 3,153 53,788 

 会計方針の変更         △414 －   － 

修正再表示後の残高   △2,642 △590 223 △1,122 50,634 3,153 53,788 

四半期利益又は四半期損失（△）         － 272 137 409 

その他の包括利益   619 1,472   2,214 2,214 84 2,299 

四半期包括利益合計   619 1,472 － 2,214 2,487 222 2,709 

新株の発行         － 586   586 

自己株式の取得 ７       － △0   △0 

配当金 ８       － △833   △833 

連結範囲の変動         － － 5 5 

その他の資本の構成要素から利益 

剰余金への振替 
        △4 －   － 

所有者との取引額合計   － － － △4 △247 5 △241 

2018年６月30日時点の残高   △2,022 882 223 1,087 52,874 3,381 56,256 
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（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
 

  注記 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）   △73 886

減価償却費及び償却費   3,890 4,282

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）   △392 25

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）   147 133

金融収益   △82 △89

金融費用   325 228

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評
価損益（△は益） 

  － △285

固定資産除却損   21 25

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）   7,614 5,377

棚卸資産の増減額（△は増加）   △1,405 691

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）   △893 △3,164

その他の流動負債の増減額（△は減少）   △2,110 △4,139

その他   △13 215

小計   7,028 4,186

利息の受取額   47 46

配当金の受取額   34 42

利息の支払額   △223 △194

法人所得税の支払額   △558 △556

営業活動によるキャッシュ・フロー   6,328 3,524

投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の払戻による収入   418 23

有形固定資産の取得による支出   △1,490 △2,015

有形固定資産の売却による収入   125 33

無形資産の取得による支出   △2,496 △2,913

負債性金融商品の取得による支出   － △401

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 ６ － △1,240

その他   △6 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,449 △6,517

財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入   2,690 7,790

短期借入金の返済による支出   △2,076 △3,913

長期借入れによる収入   2,536 －

長期借入金の返済による支出   △2,429 △2,934

配当金の支払額   △694 △833

新株の発行（新株予約権の行使）による収入   － 586

その他   △325 △179

財務活動によるキャッシュ・フロー   △299 515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   2,907 △2,346

現金及び現金同等物の期首残高   40,798 37,162

現金及び現金同等物に係る換算差額   327 131

現金及び現金同等物の四半期末残高   43,705 34,815
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【要約四半期連結財務諸表注記】
 

１．報告企業

株式会社ＪＶＣケンウッド（以下「当社」）は、日本に所在する株式会社です。その登記されている本社及び主

要な事業所の住所は、当社のホームページ（http://www.jvckenwood.com/corporate/outline/）で開示していま

す。2018年６月30日に終了する３か月間の当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及び連結子会社、並びに当社の

関連会社に対する持分により構成されています。 

当社及び連結子会社は主として、国内外におけるオートモーティブ分野関連、パブリックサービス分野関連、メ

ディアサービス分野関連の製造・販売を主要な事業とし、かつ、これに付帯する事業を営んでいます。 

 

２．作成の基礎

(1）要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載

当社及び連結子会社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（平成19年内閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことか

ら、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。

要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会

計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。

 

(2）要約四半期連結財務諸表の承認

本要約四半期連結財務諸表は、2018年８月８日に代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（CEO）辻 孝夫及

び取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）宮本 昌俊によって承認されています。

 

(3）測定の基礎

当社及び連結子会社の要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品、退職後給付制度に係る

負債又は退職後給付制度に係る資産等を除き、取得原価を基礎として測定しています。

 

(4）機能通貨及び表示通貨

当社及び連結子会社の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万

円未満を切り捨てて表示しています。

 

３．重要な会計方針

当社及び連結子会社の要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前連

結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。 

なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。 

 

（会計方針の変更） 

＜新会計基準の適用の影響＞ 

当社及び連結子会社が当第１四半期連結累計期間より適用している基準は以下のとおりです。IFRS第９号の適

用にあたっては、過去の各報告期間の遡及修正は行わず、経過措置として認められている、本基準の適用による

累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。 

IFRS 新設・改訂内容 

IFRS第９号 
金融商品 

（2014年７月公表） 
金融資産及び金融負債の分類及び測定、減損並びにヘッジ会計に関する改訂 

 

当基準を適用した結果、前連結会計年度までは、売却可能金融資産と分類した負債性金融商品の公正価値の変

動はその他の包括利益の変動として認識していましたが、当第１四半期連結累計期間より、「純損益を通じて公

正価値で測定する金融資産」として分類し、公正価値の変動を純損益として認識しています。この変更により、

経過措置に従って適用開始日現在までの累積的影響を当第１四半期連結累計期間の期首の資本に反映した結果、

利益剰余金が414百万円増加し、その他の資本の構成要素が同額減少しています。また、当第１四半期連結累計

期間の要約四半期連結損益計算書においては、四半期利益が210百万円増加しています。 

 

４．重要な会計上の見積り及び判断

当社及び連結子会社の要約四半期連結財務諸表は、経営者の見積り及び判断を利用しています。これらの見積

り及び判断は過去の実績及び報告期間の末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者

の最善の判断に基づきますが、将来において、これらの見積り及び判断とは異なる結果となる可能性がありま

す。

当社及び連結子会社の要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度と同

様です。
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５．セグメント情報

（1）報告セグメントの概要

当社及び連結子会社の事業セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のです。 

当社及び連結子会社は、各分野に分野責任者を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しています。 

当社及び連結子会社は、製品を製造し販売する従来型の「製造販売業」から、顧客の課題を解決するためのソリ

ューションを提供する「顧客価値創造企業」への進化を図るため、「オートモーティブ分野」「パブリックサービ

ス分野」「メディアサービス分野」の３つの顧客業界分野別組織で事業活動を展開しており、報告セグメントの区

分もこのとおりです。 

各報告セグメント区分の主な製品・サービス又は事業内容は、以下のとおりです。 

オートモーティブ分野 カーAVシステム、カーナビゲーションシステム、ドライブレコーダー、車載用カメ

ラ機器、光ピックアップ等を製造・販売しています。 

パブリックサービス分野 業務用無線機器、業務用映像監視機器、業務用オーディオ機器及び医用画像表示用

ディスプレイ等を製造・販売しています。 

メディアサービス分野 業務用ビデオカメラ、プロジェクター、AVアクセサリー、民生用ビデオカメラ及び

ホームオーディオ等の製造・販売に加え、オーディオ・ビデオソフトなどの企画・

製作・販売、CD/DVD（パッケージソフト）の製造等を行っています 

その他 サービスパーツ他 

 

(2）報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失 

報告セグメントの会計方針は、注記３．「重要な会計方針」で記載している当社及び連結子会社の会計方針と同

じです。また、報告セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。 

当社及び連結子会社の報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失は、以下のとおりです。 

 

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

 

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
要約四半期
連結財務諸
表計上額 

オートモー
ティブ分野 

パブリック
サービス分
野 

メディアサ
ービス分野 

計 

売上収益                

外部顧客への売上収益 40,169 13,413 14,026 67,609 1,296 68,905 － 68,905

セグメント間の内部売上収益又

は振替高 
－ － － － － － － －

計 40,169 13,413 14,026 67,609 1,296 68,905 － 68,905

セグメント利益又は損失（△） 

（注） 
1,451 △1,508 32 △24 △23 △47 － △47

その他の収益               431

その他の費用               153

為替差損               126

営業利益               103

金融収益               82

金融費用               325

持分法による投資利益               65

税引前四半期損失（△）               △73

（注）セグメント利益は売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除したコア営業利益で表示しています。 
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当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日） 

 

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
要約四半期
連結財務諸
表計上額 

オートモー
ティブ分野 

パブリック
サービス分
野 

メディアサ
ービス分野 計 

売上収益                

外部顧客への売上収益 43,015 14,708 13,557 71,281 1,284 72,566 － 72,566

セグメント間の内部売上収益又

は振替高 
－ － － － － － － －

計 43,015 14,708 13,557 71,281 1,284 72,566 － 72,566

セグメント利益又は損失（△） 

（注） 
1,993 △1,223 208 978 △113 865 － 865

その他の収益               514

その他の費用               142

為替差損               237

営業利益               1,000

金融収益               89

金融費用               228

持分法による投資利益               24

税引前四半期利益               886

（注）セグメント利益は売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除したコア営業利益で表示しています。 

 
６．企業結合

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日） 

（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）

2018年１月19日に行われたRadio Activity S.r.l.との企業結合について、前連結会計年度において暫定的

な会計処理を行っていましたが、当第１四半期連結会計期間に確定しています。

 

取得日現在における支払対価、既保有持分、取得資産及び引き受け負債の公正価値 

（単位：百万円）
 

    金額  

  支払対価の公正価値 1,438  

  合計 1,438  

  取得資産及び引受負債の公正価値    

  現金及び現金同等物 183  

  営業債権及びその他の債権 150  

  棚卸資産 62  

  有形固定資産 303  

  無形資産 142  

  その他の資産 3  

  営業債務及びその他の債務 12  

  その他の負債 139  

  取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 694  

  のれん 743  

 

当第１四半期連結累計期間において、取得原価の配分が確定したことにともない、当初の暫定的に算出され

た金額からのれんが201百万円減少しています。取得した資産及び引き受けた負債の主な変動は、有形固定資

産及び無形資産がそれぞれ124百万円及び140百万円増加しており、繰延税金負債が63百万円増加しています。

なお、要約四半期連結財政状態計算書（前連結会計年度末数値）及び要約四半期連結持分変動計算書（当第

１四半期連結累計期間の期首残高）は、上記配分額の見直しを反映した後の金額です。
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（持分取得による会社の買収） 

(1）企業結合の概要 

2018年5月15日に、当社はRein Medical社の持分の100％を取得しました。 

Rein Medical社はOR（Operating Room）映像ソリューションにおいて欧州や中近東、中国などで納入実績を有

しており、システムソフトウェアの構築からシステム設計、設置・施工、メンテナンスまで手掛けることができ

る数少ないソリューションプロバイダーです。

当社はRein Medical社との協業により、OR映像システムソリューションの日本及び北米市場での展開を図って

おりましたが、同社を完全子会社化することで両社の技術・ノウハウと施工サービスネットワークを完全に一体

化させ、より高付加価値かつ先進のシステム提案が可能となることから同社の持分を取得いたしました。

 

(2）取得日現在における支払対価、既保有持分、取得資産及び引き受け負債の公正価値 

（単位：百万円）
 

  金額 

支払対価の公正価値 1,293

合計 1,293

取得資産及び引受負債の公正価値  

現金及び現金同等物 52

営業債権及びその他の債権 188

棚卸資産 335

有形固定資産 27

無形資産 23

その他の資産 74

営業債務及びその他の債務 283

その他の負債 768

非支配持分 5

取得資産及び引受負債の公正価値（純額） △355

のれん 1,649

 

(3）発生したのれんの金額等 

当該企業結合により生じたのれんは、パブリックサービス分野セグメントに計上されています。のれんの主な

内容は、個別に認識要件を満たさない、取得から生じることが期待される既存事業とのシナジー効果と超過収益

力です。

取得した資産及び引き受けた負債については、当第１四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了し

ていないため、現時点で入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しています。

税務上損金算入可能と見込まれるのれんの金額は発生していません。

当該企業結合に係る取得関連コストは、90百万円であり、すべて「販売費及び一般管理費」にて費用処理して

います。

 

(4）取得に伴うキャッシュ・フロー 

（単位：百万円）
 

  金額 

取得により支出した現金及び現金同等物 1,293

取得日に被取得会社が保有していた現金及び現金同等物 △52

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 1,240

 

(5）業績に与える影響(プロフォーマ情報)

当社及び連結子会社の要約四半期連結損益計算書には、取得日以降にRein Medical社から生じた売上収益333

百万円及び当期利益32百万円が含まれています。なお、企業結合が期首に実施されたと仮定した場合のプロフォ

ーマ情報（非四半期レビュー情報）の要約四半期連結財務諸表に対する影響に重要性はありません。
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７．資本及びその他の資本項目

(1）資本金、資本剰余金及び利益剰余金

授権株式数、発行済株式総数及び資本金等の残高の増減は、以下のとおりです。

 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

  株   株

授権株式数      

普通株式 400,000,000   400,000,000

       

発行済株式総数      

期首残高 139,000,201   139,000,201

期中増加（注） －   2,000,000 

期中減少 －   －

四半期末残高 139,000,201   141,000,201

（注）2018年６月19日に、当社は行使価額修正条項付新株予約権の割当を実施しました。当第１四半期連結累計

期間における増加は当該新株予約権の一部行使によるものです。

 

(2）自己株式 

自己株式数の増減は、以下のとおりです。 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

  株   株

自己株式数      

期首残高 51,849   55,050

期中増加（注） 848   606 

期中減少 －   － 

四半期末残高 52,697   55,656 

（注）単元未満株式の買取による増加です。

 

８．剰余金の配当

配当金の支払額は、以下のとおりです。

(1）前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

決議 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2017年５月12日 

取締役会 
694 資本剰余金 5.00 2017年３月31日 2017年５月31日 

 

(2）当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日） 

決議 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2018年５月15日 

取締役会 
833 利益剰余金 6.00 2018年３月31日 2018年５月30日 
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９．顧客との契約から生じる収益

顧客との契約から生じる収益の分解 

当社及び連結子会社と顧客との契約の固有の事実及び状況を考慮した結果、報告セグメント（注記５参照）

のオートモーティブ分野、パブリックサービス分野及びメディアサービス分野の収益別に顧客との契約から生

じる収益を分解しています。 

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

（単位：百万円） 
 

  
オートモーティブ

分野 
パブリックサービス 

分野 
メディアサービス 

分野 その他 合計 

主要な事業 アフターマーケッ
ト・OEM 

無線システム 業務用システム メディア エンタテイン
メント 

－ － 

外部顧客からの収益 40,169 9,239 4,174 7,775 6,250 1,296 68,905 

 

当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日） 

（単位：百万円） 
 

  
オートモーティブ

分野 
パブリックサービス 

分野 
メディアサービス 

分野 その他 合計 

主要な事業 アフターマーケッ
ト・OEM 

無線システム 業務用システム メディア エンタテイン
メント 

－ － 

外部顧客からの収益 43,015 10,519 4,188 7,728 5,829 1,284 72,566 

 

10．その他の収益及び費用

(1）その他の収益

その他の収益の内訳は、以下のとおりです。

（単位：百万円） 
 

   
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日 

 
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

の評価損益 
－ 285

  その他 431 228

  その他の収益合計 431 514

 

(2）その他の費用 

その他の費用の内訳は、以下のとおりです。

（単位：百万円） 
 

   
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

  固定資産除却損 21 25

  その他 131 117

  その他の費用合計 153 142

当第１四半期連結累計期間のその他には、販売体制の見直しによる拠点の移管に関する費用等が含まれていま

す。 
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11．１株当たり四半期利益

(1）基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

 
当第１四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（△は損失）

（百万円）
△740   272

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益（百万円） －   －

基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する

四半期利益（△は損失）（百万円）
△740   272

       

加重平均普通株式数（千株） 138,948   139,164 

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） △5.33   1.96

 

(2）希薄化後１株当たり四半期利益の算定上の基礎

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

 
当第１四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する

四半期利益（△は損失）（百万円）
△740   272

四半期利益調整額（百万円） －   －

希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する

四半期利益（△は損失）（百万円）
△740   272

       

加重平均普通株式数（千株） 138,948   139,164

普通株式増加数      

新株予約権（千株） －   248

希薄化後の加重平均普通株式数（千株） 138,948   139,413

       

希薄化後１株当たり四半期利益（円） －   1.96

 

前第１四半期連結累計期間には、潜在株式が存在しません。 
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12．金融商品

(1）金融商品の分類

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度 

（2018年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（2018年６月30日） 

金融資産    

現金及び現金同等物 37,162 34,815

償却原価で測定する金融資産    

営業債権及びその他の債権 59,160 54,093

その他の金融資産 1,654 1,661

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産    

売却可能金融資産 9,195 －

資本性金融商品 － 6,728

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産    

負債性金融商品 － 3,297

その他の金融資産 661 1,495

金融資産合計 107,833 102,091

金融負債    

償却原価で測定する金融負債    

営業債務及びその他の債務 47,035 43,743

借入金 67,847 69,314

その他の金融負債 1,971 2,226

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債    

その他の金融負債 1,017 236

金融負債合計 117,871 115,520

 

(2）金融商品の公正価値 

① 公正価値ヒエラルキー

当社及び連結子会社は、公正価値の測定に使用されるインプットの市場における観察可能性に応じて、公

正価値のヒエラルキーを、以下の３つのレベルに区分しています。

レベル１：活発な市場における同一資産又は同一負債の無調整の公表価格

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接的又は間接的に使用して算定された公正価値

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
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② 金融商品の帳簿価額及び公正価値 

（単位：百万円）
 

種類 

前連結会計年度 
（2018年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（2018年６月30日） 

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 

金融負債        

借入金 67,847 67,850 69,314 69,317

合計 67,847 67,850 69,314 69,317

 

上記の公正価値の算定方法は次のとおりです。

借入金 

帳簿価額と公正価値がほぼ同額であるとみなされる場合を除き、借入金の公正価値については、将来キャ

ッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

います。

 

③ 公正価値で測定される金融商品 

前連結会計年度末及び当第１四半期連結累計期間末において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で

測定している金融商品は以下のとおりで、レベル１、２及び３の間の振替は行っていません。

（単位：百万円）
 

前連結会計年度（2018年３月31日） レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産        

売却可能金融資産 3,235 － 5,960 9,195

デリバティブ資産 － 661 － 661

合計 3,235 661 5,960 9,856

金融負債        

デリバティブ負債 － 1,017 － 1,017

合計 － 1,017 － 1,017

 

（単位：百万円）
 

当第１四半期連結会計期間（2018年６月30日） レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産        

資本性金融商品 3,245 － 3,482 6,728

負債性金融商品 － － 3,297 3,297

デリバティブ資産 － 1,495 － 1,495

合計 3,245 1,495 6,780 11,521

金融負債        

デリバティブ負債 － 236 － 236

合計 － 236 － 236

 

上記の公正価値の算定方法は次のとおりです。

(a）資本性金融商品及び負債性金融商品

資本性金融商品のうち上場株式については、活発な市場の価格によっており、公正価値ヒエラルキー

レベル１に区分されます。資本性金融商品のうち非上場株式及び負債性金融商品については、割引将来

キャッシュ・フローに基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく評価技法、純資産価値に基づく評

価技法、その他の評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されます。資
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本性金融商品のうち非上場株式及び負債性金融商品の公正価値測定にあたっては、割引率、EBITDA倍率

等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを加味し

ています。当第１四半期連結会計期間の公正価値の測定に用いられた割引率は13.5％であり、EBITDA倍

率は10.4倍～29.5倍です。

資本性金融商品のうち非上場株式及び負債性金融商品の公正価値の評価方針および手続の決定は当社

において行っており、評価モデルを含む公正価値測定については、個々の株式等の発行体の事業内容に

関する情報や事業計画を入手し、測定の際に比較する類似上場企業等を定期的に見直しております。

 

(b）デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債 

通貨関連デリバティブ

為替予約取引については、期末日の先物為替相場に基づき算出しております。

 

金利関連デリバティブ 

金利スワップについては、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間に市場動向を加味した利率

で割り引いた現在価値により算定しております。

 

デリバティブ負債として認識された新株予約権 

当該新株予約権の公正価値の測定にあたり、将来の株価分布は対数正規分布に従い、将来の株価を

モンテカルロシミュレーションにより予測することで、将来キャッシュ・フローの割引現在価値をベ

ースとして算定しております。

 

なお、デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債については、公正価値ヒエラルキーレベ

ル２に区分されます。

 

④ 公正価値ヒエラルキーレベル３に分類された金融商品の増減 

レベル３に分類された金融資産（株式）の報告期間中の増減は、以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

期首残高 5,889 5,960

利得又は損失合計    

損益 1 285

その他の包括利益 105 154

購入 － 401

売却・決済 － △20

期末残高 5,996 6,780

 

損益に認識した利得又は損失は、連結損益計算書の「その他の収益」又は「その他の費用」に含めています。

また、その他の包括利益で認識した利得又は損失は、前第１四半期連結会計期間においては連結包括利益計算書

の「売却可能金融資産の公正価値の変動」に含まれており、当第１四半期連結会計期間においては、連結包括利

益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれています。

 

13．後発事象

該当事項はありません。

 

２【その他】

2018年５月15日開催の取締役会において、2018年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、以下のとおり期末

配当を行うことを決議しました。 

①配当金の総額                  833百万円 

②１株当たりの金額                ６円00銭 

③支払請求の効力発生日及び支払開始日     2018年５月30日 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０１８年８月８日
 

  株 式 会 社  Ｊ Ｖ Ｃ ケ ン ウ ッ ド 
 
  取 締 役 会 御中  

 

  有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ   

    指定有限責任社員 

 

業 務 執 行 社 員  
公 認 会 計 士 川 島 繁 雄 印 

 

    指定有限責任社員 

 

業 務 執 行 社 員  
公 認 会 計 士 芳 賀 保 彦 印 

 

    指定有限責任社員 

 

業 務 執 行 社 員  
公 認 会 計 士 下 平 貴 史 印  

 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ＪＶＣケンウッドの２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの連結会計年度の第１四半
期連結会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間
（２０１８年４月１日から２０１８年６月３０日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四
半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持
分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期
レビューを行った。 
 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第９３条の規定により

国際会計基準第３４号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
 

監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第３４

号「期中財務報告」に準拠して、株式会社ＪＶＣケンウッド及び連結子会社の２０１８年６月３０日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を
適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四
半期報告書提出会社）が別途保管しています。

（注）２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（CEO）辻 孝夫及び 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）

宮本 昌俊は、当社の第11期第１四半期（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）の四半期報告書の記載内容が

金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。

 


